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2010年度がスタート 2010年度がスタート 2010年度がスタート 

第36回定期総会 
活動方針・予算などすべて承認され 

良
好
な
口
腔
機
能

の
保
持
が
全
身
の
健

康
に
大
き
く
寄
与
す

る
こ
と
は
、
厚
生
労

働
省
な
ど
の
研
究
で

も
実
証
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
窓
口
負
担
を
支
払
う
余

裕
が
な
く
歯
科
受
診
を
断
念
す

る
国
民
が
多
い
と
の
調
査
結
果

も
多
く
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
当
協
会
で
は
、
保
険

で
良
い
歯
科
医
療
の
実
現
を
求

め
る
意
見
書
『
①
患
者
の
窓
口

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
②
良
質

な
歯
科
医
療
が
保
険
で
提
供
で

き
る
よ
う
に
診
療
報
酬
を
改
善

す
る
こ
と
③
安
全
で
普
及
し
て

い
る
歯
科
技
術
は
速
や
か
に
適

正
な
点
数
で
保
険
導
入
す
る
こ

と
』
の
地
方
議
会
採
択
に
向
け

た
請
願
運
動
を
始
め
ま
し
た
。

全
国
千
七
百
七
十
二
市
町
村
の

う
ち
、
す
で
に
二
四
％
（
二
〇

〇
九
年
十
月
末
現
在
）
が
賛
同

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
最
近
保
育
現
場
な
ど

か
ら
「
噛
ま
な
い
子
」「
噛
め

な
い
子
」
な
ど
の
報
告
が
多
く

あ
り
、
小
学
校
で
は
「
朝
食
を

取
ら
な
い
」「
食
事
姿
勢
の
崩

れ
や
食
器
が
上
手
に
使
え
な

い
」
な
ど
の
問
題
も
指
摘
さ

れ
、
学
校
検
診
で
も
口
腔
内
の

異
常
が
多
く
観
察
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
、
当
協
会
食

育
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、

歯
・
口
の
機
能
の
発
達
状
況
に

応
じ
た
食
べ
方
の
支
援
（
歯
科

に
お
け
る
食
育
）
に
積
極
的
に

取
り
組
み
、
妊
婦
教
室
や
保
育

士
会
、
子
育
て
中
の
保
護
者
ら

に
啓
蒙
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

今
後
も
、
地
域
住
民
と
共
に

お
口
と
全
身
の
健
康
が
増
進
で

き
る
よ
う
に
活
動
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

定
期
総
会
関
連
記
事
・
四
面

30年在籍会員として感謝状・記念品が贈られた
西村邦雄会員には当日の議長も担当いただいた

協会設立から初代事務局長として尽力した神田順
一氏が定年退職のため、感謝状と記念品が贈られた

30年在籍会員の中浜俊次会員には、感謝状と
記念品が贈られた

石
川
県
保
険
医
協
会
第
三
十

六
回
定
期
総
会
は
、
福
田
衣
里

子
衆
院
議
員
の
市
民
公
開
講
演

に
先
立
っ
て
、
二
月
二
十
七
日

（
土
）
午
後
六
時
よ
り
、
金
沢

都
ホ
テ
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
。

司
会
の
山
本
理
事
に
よ
る
開
会

あ
い
さ
つ
の
後
、
昨
年
三
月
の

総
会
以
降
に
亡
く
な
ら
れ
た
六

人
の
会
員
の
ご
冥
福
を
祈
り
、

全
員
で
黙
祷
を
捧
げ
た
。
次
い

で
西
田
会
長
が
あ
い
さ
つ
し
、

議
長
に
西
村
邦
雄
先
生
を
選
出

し
て
議
事
が
開
始
さ
れ
た
。

ま
ず
、
平
田
副
会
長
が
二
〇

〇
九
年
度
の
活
動
内
容
に
つ
い

て
、
協
会
会
員
へ
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
は
質
量
的
に
十
分
評
価
さ

れ
る
水
準
に
あ
っ
た
と
総
括

し
、
引
き
続
き
二
〇
一
〇
年
度

の
活
動
方
針
案
を
提
案
し
た
。

次
に
西
田
会
長
か
ら
二
〇
〇

九
年
度
決
算
報
告
が
あ
っ
た
。

事
業
費
拡
大
の
た
め
翌
年
度
繰

越
金
が
約
三
十
七
万
円
に
減
少

し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
二
〇

一
〇
年
度
予
算
は
、
特
別
積
立

金
を
取
り
崩
す
こ
と
が
説
明
さ

れ
た
。
二
〇
〇
九
年
度
決
算
に

つ
い
て
は
、
申
監
事
か
ら
特
に

問
題
な
し
と
の
監
査
報
告
が
あ

り
、
こ
こ
ま
で
の
議
案
は
、
す

べ
て
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ

た
。さ

ら
に
、
新
事
務
局
長
と
し

て
工
藤
浩
司
氏
が
就
任
し
た
こ

と
が
報
告
さ
れ
、「
石
川
県
保

険
医
協
会
は
、
社
会
保
障
の
拡

充
を
図
る
た
め
に
、
こ
れ
か
ら

も
全
力
で
運
動
し
て
い
く
」
と

い
う
喜
多
副
会
長
の
総
会
ア

ピ
ー
ル
で
議
事
は
締
め
く
く
ら

れ
た
。

議
長
が
解
任
さ
れ
た
後
、
特

別
功
労
者
の
表
彰
に
移
っ
た
。

ま
ず
三
十
年
会
員
の
表
彰
が
行

わ
れ
、
創
立
七
年
目
に
入
会
さ

れ
た
会
員
二
十
一
人
の
う
ち
、

当
日
出
席
さ
れ
た
中
浜
俊
次
先

生
と
西
村
邦
雄
先
生
に
感
謝
状

と
記
念
品
が
手
渡
さ
れ
た
。

次
に
、
本
年
一
月
三
十
一
日

付
で
定
年
退
職
（
以
降
、
嘱
託

職
員
と
し
て
勤
務
）
と
な
り
、

事
務
局
長
を
退
任
さ
れ
た
神
田

順
一
氏
に
感
謝
状
と
記
念
品
が

贈
ら
れ
た
。
神
田
氏
は
、
設
立

時
よ
り
当
協
会
に
勤
務
さ
れ
、

協
会
発
展
に
尽
力
さ
れ
た
功
績

は
多
大
で
あ
り
、
後
日
、
退
職

記
念
の
会
が
催
さ
れ
る
予
定
で

あ
る
。

今
年
の
総
会
で
は
、
出
席
者

か
ら
医
科
と
歯
科
の
診
療
所
レ

ベ
ル
で
の
連
携
に
関
す
る
質
問

も
あ
り
、
協
会
の
今
後
の
活
動

に
つ
い
て
有
意
義
な
質
疑
応
答

も
行
わ
れ
た
。

（
理
事　

牛
村　

繁
）

開会あいさつと決算・予算の提案に立った
西田直巳会長

総合司会を努めた山本司理事

活動報告・方針を提案する
平田米里副会長

新事務局長の提案と総会アピールの
提案をする喜多徹副会長会計監査報告をする申東奎監事

記念講演は、薬害肝炎訴訟原告の福田衣
里子衆院議員をお招きし、「C型肝炎訴訟
にかかわって感じたこと、再び同じ過ち
を繰り返さないために」をテーマに開か
れた【詳細は次号】
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透
明
性
あ
る
運
営
を
続
け
て
き
た
休
業
保
障
制
度 

馳
浩
衆
院
議
員
に
協
力
要
請 
馳
浩
衆
院
議
員
に
協
力
要
請 

存
続
危
う
し
の
不
条
理
か
ら
の
脱
却
の
た
め 

自
主
共
済
規
制
問
題
を
め
ぐ

り
、
馳
浩
衆
院
議
員
と
の
懇
談

を
二
月
十
四
日
（
日
）、
金
沢

市
内
の
馳
浩
後
援
会
事
務
所
で

行
い
ま
し
た
。
保
険
医
協
会
か

ら
は
、
西
田
直
巳
会
長
、
小
島

登
理
事
、
事
務
局
三
人
が
参
加

し
ま
し
た
。

懇
談
は
、
ま
ず
馳
議
員
が
尽

力
さ
れ
て
き
た
Ｐ
Ｔ
Ａ
・
青
少

年
教
育
団
体
共
済
法
案
（
以

下
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済
）
の
議
員
立

法
化
の
動
向
に
つ
い
て
の
説
明

か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
た
。「
監

査
制
度
や
区
分
経
理
の
面
で
ク

リ
ア
す
べ
き
問
題
は
あ
る
も
の

の
、
現
在
、
内
閣
法
案
を
準
備

し
て
い
る
段
階
で
あ
る
。
順
調

に
進
め
ば
三
月
中
旬
に
は
政
府

案
を
国
会
に
提
出
し
、
四
〜
五

月
ご
ろ
に
は
成
立
す
る
の
で
は

な
い
か
」
と
の
見
通
し
を
示
さ

れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
協
会
か
ら
は

「
保
険
業
法
見
直
し
（
二
〇

一
一
年
）
の
こ
の
時
期
、
わ
れ

わ
れ
保
険
医
団
体
を
は
じ
め
適

用
除
外
を
求
め
る
さ
ま
ざ
ま
な

市
民
団
体
が
あ
る
中
で
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
共
済
だ
け
を
制
度
共
済
と
し

て
救
済
す
る
と
、
残
さ
れ
た
者

に
ど
う
影
響
す
る
の
だ
ろ
う

か
？
」
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か

け
ま
し
た
。

馳
議
員
は
、「
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済

だ
け
が
こ
の
問
題
か
ら
一
抜
け

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま

ず
は
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済
を
制
度
共

済
と
し
て
存
続
さ
せ
た
上
で
、

そ
の
姿
を
見
て
、
み
な
さ
ん
の

保
険
医
団
体
が
ど
う
判
断
さ
れ

る
か
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
共
済
法
案
の
成

立
は
、
保
険
業
法
の
再
改
正
に

よ
る
自
主
共
済
の
救
済
、
適
用

除
外
の
実
現
も
し
く
は
制
度
共

済
の
い
ず
れ
か
の
選
択
を
迫
ら

れ
て
い
る
み
な
さ
ん
に
と
っ
て

の
環
境
整
備
に
つ
な
が
る
は

ず
」
と
の
助
言
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

今
回
の
懇
談
で
、
開
業
保
険

医
の
特
殊
事
情
か
ら
発
足
し
、

透
明
性
あ
る
運
営
を
続
け
て
き

た
「
保
険
医
休
業
保
障
制
度
」

が
、
二
〇
〇
六
年
の
保
険
業
法

改
正
に
よ
っ
て
、
い
か
に
不
合

理
な
状
況
に
追
い
や
ら
れ
て
い

た
か
を
改
め
て
痛
感
し
ま
し

た
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
い
制

度
を
ぜ
ひ
と
も
存
続
さ
せ
る
た

め
に
、
実
現
可
能
な
対
応
策
を

絞
る
時
期
に
き
て
い
る
こ
と
も

再
認
識
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
、
馳
議
員
か
ら
「
こ

れ
ま
で
の
保
険
医
団
体
と
し
て

の
活
動
を
踏
ま
え
、
よ
り
よ
い

方
向
性
を
決
め
ら
れ
た
際
に

は
、
野
党
の
立
場
か
ら
に
な
り

ま
す
が
、
喜
ん
で
応
援
し
ま

す
」
と
の
心
強
い
こ
と
ば
を
い

た
だ
き
、
懇
談
を
終
え
ま
し

た
。

馳浩衆院議員（右）からは力強い応援の意向が示された（2月14日・馳浩後援会事務所）

「
人
体
の
不
思
議
展
」
は
、

こ
れ
ま
で
地
方
の
新
聞
社
な
ど

マ
ス
コ
ミ
関
係
の
主
催
に
よ

り
、
全
国
各
地
で
開
か
れ
て
お

り
、
八
月
十
三
日
か
ら
金
沢

二
十
一
世
紀
美
術
館
で
開
催
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
五
年
前

に
も
北
國
新
聞
社
、
富
山
新
聞

社
、「
人
体
の
不
思
議
展
監
修

委
員
会
」
の
主
催
に
て
同
じ
会

場
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
人
体
の
不
思
議
展
」
で
は
、

プ
ラ
ス
ト
ミ
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る

技
術
で
防
腐
処
理
さ
れ
た
人
間

の
死
体
が
、
全
身
の
皮
膚
を
剥

が
れ
た
状
態
で
の
様
々
な
姿
勢

で
（
ス
ポ
ー
ツ
の
ポ
ー
ズ
な

ど
）、
あ
る
い
は
各
臓
器
ば
ら

ば
ら
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
人
体
の
不
思
議
展
」
と
は
、

実
物
の
人
間
の
死
体
を
標
本
と

し
て
一
般
公
開
し
、
日
本
全
国

を
巡
回
し
て
い
る
営
利
的
展
示

で
す
。
死
体
の
こ
の
よ
う
な
利

用
は
、
単
に
個
々
人
の
尊
厳
を

冒
涜
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人

体
の
利
用
に
つ
い
て
の
社
会
的

倫
理
性
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
問

題
で
す
。

こ
の
展
示
会
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
団
体
か
ら
疑

問
視
す
る
声
が
上
が
っ
て
お

り
、
各
地
で
県
や
市
、
教
育
委

員
会
、
医
師
会
な
ど
が
後
援
団

体
を
降
り
る
と
い
う
状
況
も
生

ま
れ
て
い
ま
す
。

石
川
県
保
険
医
協
会
で
は
、

人
権
と
医
の
倫
理
を
尊
重
す
る

医
師
・
歯
科
医
師
の
団
体
と
し

て
、「
人
体
の
不
思
議
展
」
の

倫
理
的
問
題
性
を
挙
げ
、
展
示

会
の
開
催
中
止
を
求
め
る
理
事

会
声
明
を
発
表
、
五
年
前
に
金

沢
市
内
で
開
催
さ
れ
た
時
の
主

催
団
体
及
び
後
援
団
体
、
マ
ス

コ
ミ
各
社
に
送
付
し
ま
し
た
。

人の尊厳を冒涜し、社会的倫理性を脅かす 

開催中止を求め声明を発表 
謎多い「人体の不思議展」 謎多い「人体の不思議展」 

第
十
六
回
理
事
会
が
、
二

月
二
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

主
な
報
告
事
項
は
、
以
下
の

通
り
で
す
。

経
営
・
共
済
部
か
ら
は
、

自
主
共
済
が
直
面
し
て
い
る

保
険
業
法
対
応
に
つ
い
て
、

県
選
出
国
会
議
員
と
の
懇
談

を
進
め
て
い
て
、
そ
の
問
題

解
決
に
向
け
前
進
す
る
こ
と

が
期
待
さ
れ
ま
す
。

歯
科
部
か
ら
は
、
昨
年
出

版
し
た
『
歯
科
保
険
診
療
便

覧
』（
茶
本
）
に
つ
い
て
、

近
い
将
来
、
保
団
連
で
取
り

扱
う
可
能
性
の
あ
る
こ
と
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

学
術
・
保
険
部
か
ら
は
、
二

〇
一
〇
年
医
科
診
療
報
酬
改

定
検
討
会
に
お
け
る
講
師
陣

の
変
更
と
、
次
年
度
に
予
定

さ
れ
て
い
る
各
種
講
演
会
の

進
捗
状
況
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。
各
医
療
機
関
に
と
っ

て
、
有
益
な
講
演
会
と
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

医
療
・
福
祉
部
か
ら
は
、

地
域
医
療
連
携
室
訪
問
と
し

て
金
沢
医
療
セ
ン
タ
ー
を
、

高
齢
者
施
設
訪
問
と
し
て
高

専
賃
を
予
定
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。

協
議
事
項
と
し
て
、
ま
ず

は
、
二
月
に
予
定
さ
れ
て
い

る
第
三
十
六
回
定
期
総
会
の

運
営
次
第
に
つ
い
て
議
論
し

ま
し
た
。
今
年
は
、
衆
議
院

厚
生
委
員
の
福
田
衣
里
子
氏

を
お
迎
え
し
て
市
民
公
開
講

演
を
開
か
せ
て
い
た
だ
く
の

で
、
多
く
の
市
民
の
参
加
が

期
待
さ
れ
ま
す
。

次
い
で
、
協
会
も
取
り
組

む
「
中
学
校
卒
業
ま
で
の
子

ど
も
の
医
療
費
」
と
「
七
十
五

歳
以
上
の
高
齢
者
医
療
費
」

無
料
化
運
動
に
関
し
て
の
報

告
が
あ
り
ま
し
た
。
す
で
に

各
医
療
機
関
か
ら
多
く
の
署

名
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

と
、
三
月
十
四
日
投
票
の
石

川
県
知
事
選
に
向
け
て
、
医

療
や
福
祉
分
野
に
お
け
る
各

候
補
者
の
考
え
方
を
ア
ン

ケ
ー
ト
形
式
で
答
え
て
い
た

だ
き
、
会
員
の
皆
さ
ん
に
紹

介
で
き
る
よ
う
取
り
組
む
方

向
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
確

認
さ
れ
ま
し
た
。【

斉
藤　

記
】

（2月2日開催・11人出席） 

第16回理事会点描

総会記念講演講師は
福田衣里子氏に決定
総会記念講演講師は
福田衣里子氏に決定

総
会
直
前
の
理
事
会
と
い

う
こ
と
も
あ
り
、
総
会
に
向

け
て
議
案
書
の
最
終
校
正
が

な
さ
れ
、
各
部
長
が
「
と
っ

て
お
き
の
一
言
」
を
加
え
る

こ
と
に
な
っ
た
。
総
会
当
日

は
、
ま
さ
に
新
し
い
息
吹
が

感
じ
ら
れ
る
活
動
方
針
案
が

示
さ
れ
る
も
の
と
期
待
さ
れ

る
。さ

ら
に
、
厳
し
い
財
政
事

情
の
中
、
各
部
の
予
算
調
整

に
か
な
り
の
時
間
を
割
い
て

議
論
し
た
。
ま
た
、
四
月
の

診
療
報
酬
改
定
の
概
要
が
発

表
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
工

藤
次
期
事
務
局
長
よ
り
大
ま

か
な
解
説
が
あ
っ
た
。
報
告

事
項
と
し
て
は
、
総
務
部
か

ら
パ
ー
ト
職
員
の
補
充
採
用

に
つ
い
て
、
歯
科
部
か
ら
は

予
定
さ
れ
て
い
る
企
画
の
確

認
、
学
術
・
保
険
部
か
ら
は

能
登
北
部
地
域
に
お
け
る

「
医
師
と
コ
・
メ
デ
ィ
カ
ル

講
演
会
」
の
成
功
に
向
け
て

話
し
合
わ
れ
た
。
医
療
・
福

祉
部
か
ら
は
地
域
連
携
室
訪

問
の
取
材
と
次
回
部
会
に
つ

い
て
、
機
関
紙
・
文
化
部
か

ら
は
新
年
号
コ
ン
ク
ー
ル
の

「
審
査
員
特
別
賞
」
受
賞
の

報
告
な
ど
。

協
議
事
項
と
し
て
は
、
総

会
関
連
の
他
に
、
県
知
事
選

挙
立
候
補
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
渉
外

事
項
と
し
て
「
人
体
の
不
思

議
展
」
の
開
催
中
止
を
求
め

る
理
事
会
声
明
に
つ
い
て
議

論
さ
れ
た
。

私
事
な
が
ら
重
症
患
者
へ

の
対
応
に
追
わ
れ
、
今
回
久

し
ぶ
り
の
司
会
と
な
っ
た

が
、
議
事
進
行
の
不
手
際
か

ら
夜
十
時
を
回
っ
て
し
ま
っ

た
。
ご
容
赦
を
。【

小
川　

記
】

（2月1 6日開催・11人出席） 

第17回理事会点描

各部部長の熱意ある
活動方針案を討議
各部部長の熱意ある
活動方針案を討議
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第10回なんでも学術! なんでも回答？よろず勉強会 

日常診療における 
         泌尿器科疾患の見方 

理事　小川　滋彦（金沢市・内科） 
演者の西川忠之理事による講演要旨は6面にあります 

二
月
四
日
（
木
）「
よ
ろ
ず

勉
強
会
」
の
第
十
回
が
開
催
さ

れ
、
西
川
忠
之
理
事
（
能
美

市
・
泌
尿
器
科
）
に
、「
私
の

泌
尿
器
科
診
療
〜
内
科
的
診
療

を
中
心
と
し
て
〜
」
と
題
し

て
、
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

同
日
は
大
雪
と
な
り
ま
し
た

が
、
十
五
人
が
参
加
し
、
こ
の

会
も
徐
々
に
定
着
し
て
き
て
い

る
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
し

た
。
実
は
前
回
、
講
師
の
突
然

の
ご
不
幸
の
た
め
急
遽
延
期
に

な
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、

待
ち
に
待
っ
た
参
加
者
も
少
な

く
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

お
話
は
た
い
へ
ん
明
快
か
つ

演
者
の
熱
い
思
い
が
十
分
伝
わ

る
も
の
で
、「
男
性
に
あ
る
と

思
う
な
、
膀
胱
炎
」「
Ｄ
点
の

圧
痛
点
を
三
十
秒
押
せ
」「
ウ

ブ
レ
チ
ド
よ
り
ベ
サ
コ
リ
ン
」

「
夜
中
に
起
こ
す
な
、
夜
尿
症
」

な
ど
な
ど
、
詳
細
は
紙
上
発
表

さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
珠
玉

の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
蓄
尿
期
と

排
尿
期
の
膀
胱
形
態
の
違
い
な

ど
、
生
理
学
的
な
知
識
を
臨
床

に
当
て
は
め
て
考
え
て
い
く
泌

尿
器
科
診
療
の
面
白
さ
を
堪
能

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
参

加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
に
お
い
て

も
、
大
変
満
足
し
た
、
こ
の
会

を
続
け
て
ほ
し
い
、
な
ど
の
意

見
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

さ
て
、
次
回
は
五
月
二
十
日

（
木
）、
太
田
和
秀
先
生
（
金
沢

医
療
セ
ン
タ
ー
小
児
科
医
長
）

に
よ
る
「
日
常
診
療
に
お
け
る

幼
児
・
学
童
期
の
見
方
」
が

テ
ー
マ
で
す
。
ぜ
ひ
の
ご
参
加

を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

保険医協会と能登北部医師会との 
共催企画 

※ＦＡＸまたは電話にて石川県保険医協会まで、お申し込みください。 

 電話 ：０７６（２２２）５３７３ ／FAX：０７６（２３１）５１５６ 

テーマ　新しい創傷・褥創治療の実際 
講　師　高岡駅南クリニック院長 塚田 邦夫先生 
日　時　2010年6月5日（土）午後6時～8時 

場　所　穴水総合病院 会議室（透析センター2階） 

定　員　80人 
 （定員に達し次第、締め切らせていただきます） 

参加費　無料 

対　象　医師およびコ・メディカル 

保険医協会と能登北部医師会との 
共催企画 

主催 石川県保険医協会・能登北部医師会　 
 

なんでも学術！ なんでも回答？ 
よろず勉強会 

主催 ： 石川県保険医協会  電話 ： 076－222－5373  ＦＡＸ ： 076－231－5156

○日頃の疑問の解決のために 

　会員の皆さまに気軽に覗いていただけるよう、地道に隔月開催を続けてい
る「よろず勉強会」のお知らせです。 
 次回、第11回は「日常診療における幼児・学童期の見方」がメインテーマ
です。金沢医療センター小児科医長の太田和秀先生に、小児科診療における
知っておきたい基礎知識についてミニレクチャーいただいた後、外来におけ
るさまざまな事例について語り合いたいと思います。 
 皆さまのご参加をお待ちしております。　　　（学術・保険部長／小川滋彦） 

お待たせしました 

待望のテーマで開催し
ます 

なんでも学術！ なんでも回答？ 
よろず勉強会 

なんでも学術！ なんでも回答？ 
よろず勉強会 

第11回 

講　師 金沢医療センター小児科医長　太田 和秀先生 
と　き ２０１０年５月２０日（木）午後７時半～午後９時 
ところ 金沢都ホテル ５階「蓬莱の間」（ＪＲ金沢駅東口正面） 
対　象 保険医協会会員（参加は無料、定員は先着３０人とさせていただきます） 
申込み 5月14日までに下記のFax、またはお電話でお申し込みください。 

日常診療における幼児・学童期の見方 
 ～小児科診療における知っておきたい基礎知識～ 

メインテーマ 

二
〇
一
〇
年
診
療
報

酬
改
定
の
概
要
が
、
中

医
協
の
答
申
に
て
ほ
ぼ

明
ら
か
に
な
っ
た
。
目

玉
は
、
再
診
料
で
あ

る
。
診
療
所
は
七
十
一

点
が
六
十
九
点
に
、
二
点
約
三
％
の

引
き
下
げ
と
な
っ
た
。
診
療
所
に

と
っ
て
基
本
診
療
料
の
減
額
は
、
サ

ラ
リ
ー
マ
ン
に
お
け
る
基
本
給
の
減

給
処
分
に
相
当
す
る
。
こ
れ
で
、
地

域
医
療
を
担
う
開
業
医
の
経
営
環
境

は
、
さ
ら
に
厳
し
く
な
っ
た
。
本
来

は
、
無
理
な
経
営
努
力
を
し
な
く
て

済
む
よ
う
に
、
基
本
診
療
料
で
人
件

費
く
ら
い
は
賄
え
る
べ
き
で
あ
る
。

純
粋
な
内
科
的
診
察
を
行
っ
た
場

合
、
最
大
一
時
間
に
十
人
程
度
の
診

察
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
来

管
理
加
算
五
十
二
点
を
十
人
す
べ
て

に
算
定
し
た
場
合
に
、
一
時
間
診
療

あ
た
り
の
診
療
報
酬
は
千
二
百
十
点

と
な
る
。

医
院
の
最
低
人
員
単
位
は
医
師
一

人
、
看
護
師
一
人
、
事
務
員
一
人
で

あ
る
。
千
二
百
十
点
で
、
三
人
分
の

人
件
費
（
時
給
）
が
賄
え
る
だ
ろ
う

か
。
さ
ら
に
代
診
医
を
頼
ん
だ
場

合
、
時
給
一
万
円
は
下
ら
な
い
。
施

設
維
持
費
は
お
ろ
か
、
人
件
費
さ
え

出
な
い
貧
困
な
点
数
設
定
こ
そ
問
わ

れ
る
べ
き
だ
。

一
方
、
病
院
再
診
料
は
六
十
点
か

ら
診
療
所
と
同
等
の
六
十
九
点
に
引

き
上
げ
が
な
さ
れ
、
病
診
の
再
診
料

格
差
を
解
消
し
た
と
さ
れ
る
。
再
診

料
の
引
き
上
げ
は
、
病
院
の
外
来
機

能
を
再
評
価
す
る
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
病
診
連
携
を
推
進
す
る
視
点
か

ら
は
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。
病
院

の
経
営
難
は
、
度
重
な
る
入
院
基
本

料
の
減
額
と
、
長
期
入
院
の
規
制
や

病
床
数
の
減
少
に
つ
な
が
る
誘
導
が

な
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
急
性
期
病

院
の
勤
務
医
の
過
重
労
働
を
解
消
す

る
こ
と
は
、
病
院
の
外
来
機
能
を
診

療
所
に
分
散
さ
せ
、
入
院
機
能
を
十

分
に
診
療
報
酬
で
評
価
す
る
こ
と
で

達
成
で
き
る
。
病
院
の
外
来
機
能
を

評
価
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
日
受
診

の
二
科
目
以
降
の
再
診
料
が
算
定
不

可
と
な
る
問
題
点
を
指
摘
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

今
次
改
定
に
先
立
ち
、
診
療
所
の

外
来
管
理
加
算
の
時
間
要
件
ば
か
り

が
問
題
視
さ
れ
、
本
点
数
の
減
額
に

つ
い
て
妥
協
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
。
依
然
と
し
て
、
目
先
の
問
題
解

決
を
口
実
に
、
総
予
算
の
引
き
下
げ

を
も
く
ろ
む
診
療
報
酬
改
定
が
な
さ

れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
来
、
医
療
労
働
環
境
を
十
分
に

踏
ま
え
、
病
院
・
診
療
所
と
も
に
、

安
定
し
た
医
療
が
提
供
で
き
る
た
め

の
必
要
か
つ
十
分
な
診
療
報
酬
の
決

定
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

保
険
医
協
会
は
、
診
療
報
酬
の
改

定
に
対
す
る
矛
盾
を
た
だ
し
、
さ
ら

に
、
診
療
報
酬
の
あ
る
べ
き
姿
を
訴

え
て
ゆ
き
た
い
。

安
定
し
た
医
療
の
提
供
の
た
め
に 

診
療
報
酬
の
矛
盾
を
た
だ
し
、 

　  

あ
る
べ
き
姿
を
示
す
使
命
を
担
っ
て 

泌尿器科疾患について分かりやすく
講演する西川忠之理事（能美市）

15人が参加して開かれた第10回よろず勉強会（２月４日・金沢都ホテル）



石 川 保 険 医 新 聞 2010年3月15日（毎月15日発行）（4）第455号　（1998年２月６日第三種郵便物認可）

▲
3
二
金
△
同
玉
▲
4
一
銀
△

2
一
玉
▲
3
一
角
成
△
同
玉
▲

3
二
金
ま
で
7
手
詰
。 

〈
解
説
〉
▲
３
二
金
と
捨
て
る
の

が
好
手
、
△
1
二
玉
な
ら
▲
2

一
銀
△
1
三
玉
▲
3
一
角
成
。

3
手
目
▲
4
一
銀
が
決
め
手
で
、

△
4
三
玉
は
▲
4
四
金
で
す
。 

将
棋
解
答

（
問
題
は
10 
面
に
あ
り
ま
す
） 

囲 

解 
答 

碁 4
6

5 7

1
3

2

（
問
題
は
10 
面
に
あ
り
ま
す
） 

黒
1
、
3
と
四
子
に
し
て
捨
て
る
の

が
好
手
段
。
白
4
に
黒
5
、
7
で
白
死

で
す
。
黒
1
で
2
は
白
1
で
白
生
き
。

ま
た
黒
1
で
3
は
白
1
で
白
生
き
で
す
。
 

有
限
会
社
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス　

会
社
概
要

二
月
一
日
付
の
石
川
県
保
険
医
協
会
の
事
務
局
長
交
代
に
伴
い
、「
有
限
会
社  

ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
の
取
締
役
及
び
監
査
役
選
任
に
関
す
る
内
規
」
に
も
と
づ
き
、
取

締
役
を
神
田
順
一
前
事
務
局
長
よ
り
工
藤
浩
司
事
務
局
長
に
交
代
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

一
、
設
立
年
月
日　
　

一
九
九
五
年
九
月
一
日

二
、
所
在
地

金
沢
市
尾
張
町
二
丁
目
八
番
二
十
三
号　

太
陽
生
命
金
沢
ビ
ル
八
階

三
、
役　

員　
代
表
取
締
役　

西
田　

直
巳
（
保
険
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私は1975年（昭和50年）３月、石川県保険医協会準備会に最

初の事務局員として入局。同年５月会員104人で設立した石川協

会は、多くの役員諸氏の熱意と達見に導かれて35年経過し、現

在1,033人の大きな組織に発展しています。 

発展の転機として『病院マップ』と『福祉マップ』の発行が

特筆できます。1986年創刊の『病院マップ』は毎年発行、県内

の開業医・勤務医共に広く利用され、協会の存在価値を高めて

います。1988年創刊の『福祉マップ』は改訂版をほぼ３年ごと

に発行、MSWや保健師等の協力を得た編集作業自体が協会事務

局の成長の場となり、自治体の施策改善にも役立てています。 

10年、20年、30年の節目毎に役員座談会を開き、「保険医協

会のめざすもの」について自由闊達に討論し、保険医新聞や年

史に掲載しています。10周年記念座談会では、「保険医協会は、

開業医が社会においてどういう役割を果たすべきかを模索し実

行する集団」「会員の生活と権利の擁護と会員相互の生活を助

け合うところ」「地域の第一線医療機関としての役割を将来と

もに発展させる医療制度を作り上げる」これが保険医協会の将

来展望である、とまとめています。 

今後40年、50年の節目毎に「保険医協会のめざすもの」、団

体の理念と実践を検証しながら石川協会がますます発展してい

くことを期待しています。 

このたび、第36回定期総会において、事務局長就任の承認を

いただきました。 

私が保険医協会事務局に入局したのは1997年の春のことです。

入局に当たり強く印象に残ったのは、保険医協会が掲げる目的で

した。「保険医の権利と生活を守ること」と「国民の医療と福

祉を充実させること」、この２つのどちらかを掲げるのではな

く「どちらも」掲げていることに、他の団体にない魅力を感じ

たことをよく覚えています。「診療報酬の改善、不合理な要件の

是正という保険医協会の基本となる活動は、最終的に患者さん

一人ひとりに必要な医療を必要なだけ提供することにつながっ

ている」－この意味で２つの目的は一体のものとして存在して

いる－、これが私自身の保険医協会に対して抱いた思いの原点

です。いま事務局長に就任するにあたり、改めてこの原点に立

ち返り、身を引き締めているところです。 

前任の神田さんは、協会設立前の準備会の段階から協会活動

を支え続けてこられました。偉大な先輩の後任という立場は、

正直なところを申し上げれば「荷が重い」です。しかしながら、

創立以来の先生方の思いをしっかり受け継げるよう、微力なが

らこの重い荷物を背負っていこうと思います。会員の皆様におか

れましては、しばらくは至らないこともあるかと思いますが、

今後とも引き続き厳しくご指導いただければ幸いです。協会のま

すますの発展と国民医療の向上を目指し、私なりに精一杯、努め

てまいります。よろしくお願いいたします。 

工藤　浩司 神田　順一 

退任あいさつ 就任あいさつ 
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「ふるさとをください」は、障害のある人たちが地域で働く・活動する・生活することを

応援する、きょうされん（旧称：共同作業所全国連絡会）の30周年記念映画です。 

ここで取り上げられた精神障害は、誰もがなりうる、ありふれたものです。関連していう

と、統合失調症はおよそ100人に１人が発症するといわれます。精神障害の治療は薬物療法

などの治療が進歩してすっかり症状がなくなる場合もありますが、多くは急性の症状がなく

なっても、多少なりとも慢性の症状が残り、障害と長く付き合っていくことになります。そ

のため、精神障害者が地域で社会人として生活していくためには、周囲の人々の障害に対す

る正しい理解が必要になってきます。しかし、現実には、さまざまな差別や偏見の感情が生

まれがちで、そのことによって精神障害者の居場所が狭まってしまい、その人らしい生活が

できないことが少なくありません。 

この映画では、共同作業所を新たなふるさととしている障害者たちの「私たちにもふるさ

とを分けてください」という主張と「自分たちのふるさとを侵してくれるな」という地元の

人々の主張がぶつかり合い、やがて地元住民の心が変化していく、すなわち偏見や差別が解

かれていく様子が描かれています。脚本家のジェームス・三木が、和歌山県の麦の里を舞台

に、感動的な作品に仕上げてあります。 

一人でも多くの医療関係者が「ふるさとをください」をご覧になられるように期待します。 

（「ふるさとをください」上映実行委員会代表） 

「ふるさとをください」 「ふるさとをください」 
上映会の開催にあたって 上映会の開催にあたって 

ときわ病院院長　炭谷　信行（野々市町・精神科） 
 

● 日 時 4月4日（日） 
 午後2時30分（開場午後2時） 

● 場 所 野々市町文化会館 
 フォルテ大ホール 
 （TEL：076-248-8000） 

● 料 金 大人  １,２００円（前売り １,０００円） 
 中高生 ６００円（前売り   ５００円） 

【記】 

※石川県保険医協会でもチケットを取り扱っています。 
　お近くの方はお越しください。遠方の方は、ご相談く 
　ださい。（TEL：076-222-5373） 

２月 12 日、2010 年度診療報酬改定について中医協から答申がなされた。

これにより、今次改定の具体的な姿が明らかになりつつある。最終的には３

月上旬に出される通達や施設基準を待たなければならないが、現時点で判明

している改定案から特徴点をいくつか挙げてみる。

まず、始めに指摘すべきは、医科再診料の「病診統一」である。病院の再

診料を９点引き上げる一方で、診療所の再診料を２点引下げ、69 点で統一

がなされた。前回の改定と同様に、診療所から病院への財源移転という方針

が維持されているといえよう。なお、200 床以上病院の再診料である「外来

診療料」については、（一定の検査が包括された上で）70 点のまま据え置か

れており、この点は今回の統一の議論と明らかに矛盾している。結局、病診

の再診料統一という目的は、診療所の再診料引下げの口実として機能したと

いってもいいと思われる。

歯科診療所の再診料については２点引き上げられ 42 点にされたが、医科

と歯科の格差は依然として大きく、再診に対する評価が「一物二価」である

問題は、医科歯科間でも存続したままである。なお、歯科診療所の初診料に

ついても 36 点引き上げられ、218 点とされ、大幅に引き上げられたが、こ

れと同時に、「スタディモデル」の基本診療料への包括化や歯科疾患管理料

の初回点数の引下げなど、事実上、初・再診料に包括される範囲が拡大され

ている。一つ一つの治療行為についてきめ細かに評価することは、医療保険

の「現物給付」の原則を維持する上で、もっとも重要なことである。歯科

初・再診料引上げの裏にある問題点を見過ごすわけにはいかない。

次に、医科における基本診療料以外の改定内容をみる。ここでもやはり、

診療所に対する厳しい評価が散見される。往診料や外来迅速検体検査加算の

引上げなど評価すべき点もあるものの、血液化学検査の多項目包括点数の引

下げや、眼科・耳鼻咽喉科で汎用される検査、皮膚科で汎用される処置の一

部の引下げが行われており、また、エックス線撮影料のデジタル映像化処理

加算が廃止されるとともに撮影料がアナログ撮影とデジタル撮影で２区分さ

れ、アナログ撮影の評価が引き下げられている。手術では、多くの点数で引

上げがみられるものの、創傷処理など診療所における汎用点数は据え置きと

なっている。

最後に、入院料を含んだトータルでみていくと、厚労省が主導する急性期

病院から在宅への流れに沿った「メリハリ」のある改定になっていることが

よくわかる。急性期医療の評価では、一般病棟入院基本料の平均夜勤時間要

件のみを満たさない場合に算定できる特別入院基本料や急性期看護補助体制

加算の新設などが行われる。そして、その一方で、できるだけ速やかに急性

期医療を提供する病院から他の病院、在宅、施設へと転院・退院させる動き

を加速する点数設定が行われている。救急搬送患者の転院における退院側と

受け入れ側の双方を評価した加算点数、療養病床や有床診療所における急性

期病院からの転院患者受け入れを評価した点数の新設が行われ、また、従

来、後期高齢者のみを対象にしていた一般病棟における退院調整の評価が、

介護保険サービス対象者にまで拡大している。そして、一般病棟に 90 日を

超えて入院している場合のペナルティともいえる包括点数（特定入院基本

料）についても、従来の後期高齢者のみを対象にしていたものが、全年齢に

対象拡大されており、この点も一般病棟から他の病棟への転棟、退院への流

れを一層加速するものとして指摘できよう。

以上のとおり今次改定は急性期病院から在宅への流れ─急性期に対する重

点評価、速やかに回復期病棟等へ転棟、リハビリの集中実施、そして在宅や

介護保険施設へ─を一層加速させるもの、逆に言えばこのレールに乗らない

患者（多くは地域の中小病院が担っている）の評価切り捨てであると言えよ

う。一般病棟入院基本料において唯一引下げられるのが 15：１病院である

ことが、それを象徴的にあらわしているといえる。

【追記】紙面の都合により総論的な紹介しかできませんが、保険医協会で

は、本原稿執筆以降に出される通知、施設基準を踏まえて、例年どおりテキ

ストを発行し新点数検討会（歯科；３月 25 日・木、医科；３月 28 日・日）

を開催します（案内チラシ参照）。多数のご参加をお待ちしています。

事務局長　工藤　浩司 今次改定も診療所には厳しいものに 

診療報酬改定、中医協答申される 診療報酬改定、中医協答申される 診療報酬改定、中医協答申される 診療報酬改定、中医協答申される 
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在宅医療を行う医師はもちろん、一般内科医が泌尿器科診療を行うことは、

もうすでに避けて通れない状況となっている。女性の単純性膀胱炎は、いずれ

の医療機関にても普通に治療いただいている。

排尿痛、特に排尿後部痛や下腹部の鈍痛が急に起こり、高熱は伴わず、頻尿

や残尿感を認め、来院時に尿沈渣にて 400 倍視野にて５個以上の膿球、または

細菌尿が認められれば、膀胱炎として治療する。そして、抗菌剤投与数日後に

再診を促し、症状改善後の検尿沈渣にて膿尿、細菌尿が消失したことが確認さ

れれば、膀胱炎治癒の判定を下すとともに、内科的腎疾患が潜在しないかどう

かの鑑別も行う。

泌尿器科のトピックスは、やはり過活動膀胱（OAB）の診断治療が大きく

変わったことである（図１）。現在のOAB診断は、自覚症状として尿意切迫

感という症状のみにより診断され、日本人 40 歳以上で 800 万人以上の潜在的

患者がいるといわれる。泌尿器科医のみで診断治療するには、潜在患者数が圧

倒的に多く、一般内科医の手助けが必要である。

以前のOAB診断基準には、膀胱内圧検査が必須であり、膀胱内圧計測にて

不随意収縮が確認あるとしたが、実際に検査で不随意収縮が認められるのは

50％未満であり、大半は原因が特定されない尿意切迫が多かった。そして、不

随意収縮を認めない尿意切迫の方に抗コリン薬が投与され、十分な効果が認め

られた。つまり、尿意切迫症状があれば、抗コリン薬を投与し治療可能と結論

された。また、排尿障害の治療には、複雑な神経経路の理解は不要である。特

にOAB治療には、検尿にて膀胱炎が否定できれば、OAB治療薬を低容量か

ら投与し、必要あれば増量。口渇、便秘、排尿困難の副作用をその都度問診

し、十分な効果が得られる容量設定を行うことである。

さらに泌尿器科診療を深めるには、排尿イメージをもって問診してほしい

（図２）。排尿直後の膀胱は横長楕円で徐々に膀胱に尿がたまり、最大尿意とな

る 300 から 450ml までつきたての餅よりも軟らかく広がり、いざ、排尿とな

ると縦長となり収縮、膀胱頸部の開大と同時に排尿がスムーズに開始される。

そして勢いよく途切れなく排尿がなされ、残尿なく排尿が完了し横長にもど

る。この正常な蓄尿と排尿過程のうち何が障害されているのか、的確に問診で

聴取する必要がある。しかし、日本語自体に排尿についての語句が少ないこ

と、また、患者も医療者も問診にてタブー意識をぬぐい去れないなどの困難も

伴う。例えば、“尿が出過ぎるくらい出ている”と患者が表現した場合、どう

受け止めるべきか。多尿ととらえる方は少ないと思うが、とりあえず出ている

ならいいか、と聞き流してはいないだろうか。正解は、高齢者男性の軽度の前

立腺肥大症を伴う頻尿の表現である。

また、分かりにくい語句として、残尿感と残尿がある。残尿感は膀胱炎な

ど、刺激症状の表現で蓄尿障害が多い。一方、残尿の存在は、神経因性膀胱、

前立腺肥大症や薬剤性排尿障害などの尿排出障害である。その場合、残尿があ

るという自覚はなく、残尿測定が必要である。その具体的方法は、図３に示す

ごとく、二方向走査で下腹部超音波を行い、計算式にて求める。同時に、前立

腺肥大症や前立腺がんが発見されるメリットもある。前立腺肥大症にOAB症

状が伴う場合、抗コリン剤よりもまず、αブロッカーを第一選択としてほし

い。

尿排出障害の場合には、αブロッカー、ベサコリンまたはウブレチドが投与

される。ウブレチドを選択する場合には、クリーゼの危険性を考えあくまでも

低用量で慎重に投与すべきである。泌尿器科診療を行う場合、残尿と検尿沈渣

は、できれば毎回行い、残尿が 100ml を常に超えている場合や尿路感染が繰

り返される場合には、精査が必要である。また、男性高齢者の場合、一度は

PSA採血を行っていただき前立腺がんのスクリーニングにつとめていただき

たい。

その他、頻度の高い泌尿器科的疾患として、尿管結石症がある。疝痛発作で

来院した場合、血尿、腎部の叩打痛または下腹部痛、無熱で診断される。しか

し、腎部の圧痛点を指圧すると、結石の疼痛が軽減されるばかりでなく、尿管

結石の診断価値があることは意外と知られていない。結石治療は泌尿器科医に

できるだけ任せてほしいが、救急診療に引き続き経過観察する場合、重要なこ

とは、痛みがなくとも嵌屯結石を見逃さず、検尿沈渣と画像診断にて、排石を

確実に確認することである。

日常診療における泌尿器疾患の見方 日常診療における泌尿器疾患の見方 日常診療における泌尿器疾患の見方 
西川　忠之（能美市・泌尿器科）

よろず勉強会 よろず勉強会 よろず勉強会 なんでも学術！ なんでも回答？ 第１０回 

〈図 3〉

〈図 1〉

〈図 2〉
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大
川
　
義
弘（
金
沢
市
・
内
科
）

リレー・エッセーリレー・エッセー

在宅
医療
在宅
医療

５１

訪
問
診
療
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
・
そ
の

訪
問
診
察
依
頼
あ
れ
ど
、

始
ま
ら
ず
そ
の
ま
ま
中
止
（
１
）

２９

ク
リ
ニ
ッ
ク
に
訪
問
診
察
の

依
頼
が
あ
っ
て
も
、
結
果
と
し

て
訪
問
診
察
が
開
始
に
な
ら
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
ま
と
め
て
み
た
ら
、
今
ま
で

に
三
十
八
人
の
方
が
依
頼
が

あ
っ
て
も
開
始
に
は
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
今
回
と
次
回
は
そ

う
い
う
方
々
の
お
話
で
す
。

◆

【
第
一
例
】

が
ん
の
終
末
期
で
入
院
中
の

方
が
、
在
宅
で
の
療
養
を
患
者

さ
ん
も
家
族
も
希
望
し
、
主
治

医
か
ら
は
訪
問
診
察
の
依
頼
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
通
院
を
選

ん
だ
り
、
病
状
が
悪
化
し
て
死

亡
退
院
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。森

川
太
郎
さ
ん
（
仮
名
）

は
、
七
十
一
歳
の
男
性
で
す
。

直
腸
癌
、
癌
性
腹
膜
炎
で
Ａ
病

院
の
外
来
で
化
学
療
法
を
行
っ

て
い
ま
し
た
が
、
嘔
気
が
出
現

し
飲
ま
ず
食
わ
ず
の
状
態
に
な

り
、
Ａ
病
院
に
入
院
に
な
り
ま

し
た
。
骨
盤
内
病
巣
に
よ
る
小

腸
イ
レ
ウ
ス
が
原
因
と
診
断
さ

れ
ま
し
た
。
排
液
の
た
め
の
胃

瘻
造
設
を
行
い
、
在
宅
Ｃ
Ｖ

（
中
心
静
脈
）
の
手
技
を
家
族

に
指
導
し
、
退
院
と
な
り
ま
し

た
。こ

の
時
点
で
訪
問
診
察
の
依

頼
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
家
族

は
訪
問
診
察
で
は
な
く
、
病
院

主
治
医
へ
の
外
来
通
院
を
希
望

さ
れ
、
二
カ
月
後
に
再
入
院
し

死
亡
さ
れ
ま
し
た
。
家
族
に
し

て
み
れ
ば
、
長
ら
く
手
術
も
含

め
、
主
治
医
で
あ
っ
た
医
師
か

ら
顔
も
知
ら
な
い
訪
問
診
察
医

に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
る
こ
と

に
不
安
が
強
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
退
院
前
か
ら
の
面
接

で
、
本
人
家
族
の
思
い
を
十
分

に
聞
き
、
在
宅
で
の
不
安
な
ど

に
き
ち
ん
と
説
明
す
る
べ
き
で

あ
っ
た
な
あ
と
感
じ
ま
し
た
。

ま
た
、
Ｂ
病
院
に
入
院
中
で

が
ん
の
終
末
期
の
方
で
、
家
族

が
強
く
在
宅
医
療
を
希
望
し
、

当
院
に
訪
問
診
察
依
頼
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
嘔
吐
が
続
き
、

経
口
摂
取
も
飲
水
も
困
難
な
状

態
で
、
血
圧
も
低
下
し
、
そ
の

ま
ま
病
院
で
亡
く
な
っ
た
方
も

お
ら
れ
ま
す
。

Ｊ
Ｐ
Ａ
Ｐ
と
い
う
、
が
ん
の

疼
痛
緩
和
治
療
の
普
及
を
図
る

非
営
利
団
体
に
よ
る
、
金
沢
で

の
第
二
回
目
の
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン

ス
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）
に
出

た
と
き
に
症
例
報
告
が
あ
り
、

そ
の
う
ち
の
一
例
の
ス
ラ
イ
ド

に
「
患
者
・
家
族
は
強
く
在
宅

を
希
望
し
た
が
困
難
だ
っ
た
」

と
の
記
載
が
あ
り
、
帰
せ
な

か
っ
た
の
か
な
あ
と
感
じ
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

県
の
在
宅
緩
和
ケ
ア
の
研
修

会
に
出
た
と
き
に
、
が
ん
の
終

末
期
で
入
院
中
の
患
者
さ
ん
の

八
〇
％
が
家
に
帰
り
た
い
と
希

望
し
て
お
り
、
主
治
医
の
八

〇
％
が
在
宅
は
無
理
と
感
じ
て

い
る
と
い
う
話
を
聞
き
ま
し

た
。こ

れ
ら
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

『保険審査通信』 
納得のいかない返戻、査定は

でお知らせください。

※保険審査通信は年に数回、会員医療機関に送付
していますが、紛失した場合や追加が必要な場
合は、保険医協会までご請求下さい。

FAX  ０７６（２３１）５１５６ 
E-mail  ishikawa-hok@doc-net.or.jp

「保険審査通信」は、納得のいかない
返戻や査定があった場合に会員医療機
関からお知らせいただき、保険医協会
が『石川保険医新聞』を通してコメント
を掲載しています。 
会員医療機関におかれましては、不

当あるいは納得できない返戻・査定
の情報を保険医協会にＦＡＸにてお送
りください。 

 

要
因
が
絡
ん
で
い
る
の
で
し
ょ

う
。
在
宅
が
本
当
に
困
難
な
病

状
の
不
安
定
さ
、
自
宅
に
帰
る

タ
イ
ミ
ン
グ
の
問
題
、
病
院
主

治
医
と
在
宅
医
の
連
携
の
問

題
、
在
宅
側
の
緩
和
ケ
ア
の
レ

ベ
ル
の
問
題
、
多
職
種
共
同
で

支
え
る
在
宅
医
療
へ
の
理
解
の

問
題
、
二
十
四
時
間
三
百
六
十

五
日
対
応
が
可
能
な
医
療
機
関

の
周
知
、
家
族
が
希
望
し
な
い

場
合
、
医
療
を
提
供
す
る
た
め

に
は
生
活
が
成
り
立
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
在
宅
介
護
力
が

低
下
し
て
い
て
退
院
で
き
な
い

場
合
、
な
ど
な
ど
。
顔
が
見

え
、
力
量
が
分
か
る
（
安
心
し

て
依
頼
で
き
る
）
連
携
を
病
診

で
作
っ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。
長
崎
ド
ク
タ
ー
ズ
ネ
ッ
ト

の
実
績
に
は
、
学
ぶ
べ
き
点
が

多
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。
金
沢

で
も
、
ぜ
ひ
作
り
た
い
で
す

ね
。石

川
県
保
険
医
協
会
で
は
今

年
の
企
画
と
し
て
、
地
域
医
療

連
携
室
の
取
材
訪
問
が
始
ま
り

ま
す
。
上
記
の
こ
と
も
、
ぜ
ひ

話
題
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

ア
ル
医
師
の
想
い 

ア
ル
医
師
の
想
い 

アルコール 
依存症物語 

家
　
族 

奥田　宏 
（金沢市・心療内科） 
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ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
は
、

慢
性
疾
患
で
す
。
一
緒
に
い

る
人
た
ち
は
巻
き
込
ま
れ
て

影
響
を
受
け
、
苦
し
ま
れ
ま

す
。
日
常
の
臨
床
で
驚
く
の

は
、
子
ど
も
た
ち
が
傷
つ
い

て
い
る
こ
と
で
す
。

私
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
、
ア

ダ
ル
ト
・
チ
ル
ド
レ
ン
（
Ａ

Ｃ

：

依
存
症
の
親
を
持
っ
た

子
ど
も
だ
っ
た
人
）
の
グ

ル
ー
プ
活
動
を
行
っ
て
い
た

と
き
の
こ
と
で
す
。
う
つ
で

通
院
し
て
い
た
女
性
が
、

「
Ａ
Ｃ
の
グ
ル
ー
プ
を
や
っ

て
い
る
の
で
す
ね
」
と
言
っ

て
、
ふ
と
涙
を
流
さ
れ
ま
し

た
。
父
親
に
ア
ル
コ
ー
ル
問

題
が
あ
っ
た
方
で
す
。
も
う

一
人
の
女
性
は
、
母
親
を
父

親
の
酩
酊
下
で
の
暴
力
か
ら

守
る
た
め
、
学
校
か
ら
帰
る

と
常
に
囲
炉
裏
で
父
親
の
横

に
い
て
勉
強
し
て
い
た
と
、

わ
ん
わ
ん
泣
き
な
が
ら
話
し

て
く
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う

こ
と
も
あ
り
、
断
酒
会
で
も

父
親
が
断
酒
し
た
後
の
子
ど

も
た
ち
の
話
が
よ
く
出
ま

す
。
不
登
校
だ
っ
た
り
、
家

庭
内
暴
力
だ
っ
た
り
。

い
ろ
い
ろ
と
工
夫
さ
れ
る

奥
さ
ん
た
ち
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
い
い
妻
に
な
る
た

め
の
講
座
を
受
け
て
夫
の
不

満
を
減
ら
し
、
飲
酒
量
を
少

な
く
し
て
も
ら
お
う
と
涙
ぐ

ま
し
い
努
力
を
さ
れ
る
人
も

い
ま
す
。
飲
酒
量
の
管
理
を

し
て
う
ま
く
い
か
な
い
と
、

飲
酒
の
原
因
に
な
る
と
思
わ

れ
る
も
の
を
管
理
し
よ
う
と

し
、
そ
れ
も
う
ま
く
い
か
な

い
と
飲
酒
の
結
果
も
家
族
が

対
処
し
、
借
金
を
払
っ
た

り
、
人
に
謝
り
に
行
っ
た
り

で
大
変
で
す
。
特
に
、
ご
本

人
の
お
母
さ
ん
が
す
ご
い
。

で
も
、
本
人
の
行
動
は
あ
ま

り
変
わ
ら
な
い
か
、
逆
に
悪

く
な
る
こ
と
が
多
い
で
す
。

飲
酒
の
原
因
は
ス
ト
レ
ス

だ
と
い
う
人
も
多
い
で
す

が
、
飲
酒
の
た
め
に
う
ま
く

い
か
な
い
こ
と
が
多
く
、
ス

ト
レ
ス
が
、
飲
酒
の
結
果
で

あ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。

そ
し
て
病
気
が
原
因
で
飲
酒

し
て
い
る
と
す
る
と
、
家
族

は
必
死
で
本
人
に
治
療
を
受

け
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。
家

族
は
本
人
を
そ
う
い
う
形
で

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
す
が
、
で
き
ま

せ
ん
。
人
は
、
他
人
に
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
さ

れ
る
の
が
嫌

な
も
の
で
す
。

結
局
、
家
族

が
で
き
る
こ

と
は
、
自
分

た
ち
の
気
持

ち
や
願
い
、

意
見
を
伝
え

る
こ
と
で
あ
り
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル･

ゲ
ー
ム
を
や
め
て

見
守
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分

た
ち
が
巻
き
込
ま
れ
か
ら
抜

け
出
る
こ
と
な
の
で
す
。

ア
ル
コ
ー
ル
問
題
に
と
ら

わ
れ
、
病
的
に
な
っ
て
苦
し

ん
で
い
る
人
に
、
ま
ず
対
応

す
る
の
が
ア
ル
コ
ー
ル
医
療

の
原
則
に
な
っ
て
い
ま
す
。

は
じ
め
に
夫
の
問
題
で
相
談

に
来
た
の
に
、
そ
の
後
、
自

分
の
問
題
に
気
づ
き
、
通
院

し
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
家

族
が
立
ち
直
る
と
、
本
人
も

自
分
の
問
題
に
気
づ
き
、
回

復
軌
道
に
乗
る
人
が
多
く
な

り
ま
す
。
不
思
議
な
の
は
、

奥
さ
ん
だ
け
が
断
酒
会
に
行

き
、
本
人
は
断
酒
会
に
行
か

な
い
の
に
酒
を
止
め
て
い
る

ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
で
す
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
、
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
の
家
族
の
自
助
グ

ル
ー
プ
で
あ
る
「
ア
ラ
ノ

ン
」
が
紹
介
さ
れ
、
日
本
で

も
活
動
し
て
い
ま
す
。

保険医年金 
 4月1日～5月25日 
 2009年9月1日 
 1．256％（2008年9月1日現在） 

 4月1日～5月25日 
 2010年9月1日 
 1．256％（2009年9月1日現在） 

保険医年金 

保険医年金の新規加入・増口をお考えの
先生は、協会事務局までお問い合わせくだ
さい。パンフレット等を送付させていただ
きます。 

加入チャン
スは 

年2回です
!加入チャン

スは 

年2回です
!

前半期受付期間 

加 入 日 

予 定 利 率 

まもなく普及が始まります！ 
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の 服 部 真 理事 
（金沢市・産業医療科） 

自
殺
の
イ
ン
パ
ク
ト 
自
殺
の
イ
ン
パ
ク
ト 

第3回 
前
回
は
、
戦
後
の
生
活
環
境
改
善
と
医
療
体
制
や
社
会
保
障
制
度
の
充
実
に
よ
り
結
核
や
脳

出
血
死
亡
が
激
減
し
て
日
本
人
の
平
均
寿
命
が
世
界
一
に
な
っ
た
こ
と
、
一
九
九
〇
年
代
以
降

男
性
余
命
の
延
び
が
鈍
化
し
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
今
回
は
そ
の
最
大
の
原
因
が
働
き
盛

り
の
男
性
の
自
殺
で
、
そ
の
背
景
で
あ
る
社
会
環
境
の
悪
化
が
、
日
本
社
会
の
最
大
の
健
康
問

題
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。

１
．
死
因
別
死
亡
率
の
変
化
と

寿
命
へ
の
影
響 

一
九
七
五
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
二
十
五
年
間

に
男
性
は
五
・
九
歳
、
女
性
は
七
・
四
歳
寿
命
が
延

び
ま
し
た
。
各
死
因
別
死
亡
率
の
変
化
の
寿
命
へ

の
影
響
を
見
る
と
、
脳
血
管
疾
患
死
亡
率
の
減
少

が
寿
命
の
延
び
に
最
も
貢
献
し
て
お
り（
男
二
・
三

歳
、
女
二
・
六
歳
）、
次
い
で
、
心
疾
患
の
減
少

（
男
〇
・
七
歳
、
女
一
・
一
歳
）
で
す
。
し
か
し
、

男
性
の
自
殺
死
亡
率
が
増
加
し
た
た
め
、
寿
命
は

〇
・
二
歳
縮
ま
り
ま
し
た
（
女
は
〇
・
一
歳
伸
び

た
）。
特
に
、
三
十
五
〜
六
十
四
歳
の
働
き
盛
り

で
は
、
そ
の
影
響
が
顕
著
で
す
。 

二
〇
〇
〇
年
の
生
命
表
を
元
に
、
特
定
の
死
因

を
完
全
に
除
去
（
死
因
別
死
亡
率
を
０
と
仮
定
）

し
た
場
合
の
平
均
寿
命
の
延
び
を
計
算
す
る
と
、

男
性
で
は
悪
性
新
生
物
が
四
・
一
歳
、
心
疾
患

一
・
六
歳
、
脳
血
管
疾
患
一
・
三
歳
、
肺
炎
〇
・
九

歳
、
不
慮
の
事
故
〇
・
八
歳
、
自
殺
〇
・
八
歳
で

す
。
自
殺
対
策
に
期
待
さ
れ
る
寿
命
延
長
効
果
は

心
疾
患
対
策
の
効
果
の
約
半
分
で
す
。
心
疾
患
死

亡
の
約
半
数
を
占
め
る
虚
血
性
心
疾
患
対
策
と
寿

命
延
長
効
果
は
ほ
ぼ
同
等
で
す
。
し
か
も
、
自
殺

者
が
近
年
急
激
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
急

い
だ
対
策
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

２
．
自
殺
は
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の

一
九
九
八
年
に
急
増
し
た 

日
本
の
自
殺
数
は
従
来
か
ら
失
業
率
と
相
関
し

て
お
り
、
急
激
な
失
業
率
の
増
加
に
併
せ
て

一
九
九
八
年
に
自
殺
数
が
一
気
に
一
万
人
近
く
増

加
し
、
初
め
て
三
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
（
図

１
）。
増
加
し
た
の
は
三
十
〜
六
十
九
歳
の
男
性

の
自
殺
で
、
女
性
や
七
十
歳
以
上
の
自
殺
は
増
え

て
い
ま
せ
ん
。
増
加
率
は
無
職
の
三
二
％
に
対
し

て
、
被
雇
用
者
四
〇
％
、
自
営
業
者
四
四
％
で
、

現
役
労
働
者
の
自
殺
増
加
が
顕
著
で
す
。

平
成
十
九
年
自
殺
対
策
白
書
に
は
、「
失
業
あ

る
い
は
失
業
率
の
増
加
に
代
表
さ
れ
る
雇
用
・
経

済
環
境
の
悪
化
と
金
融
機
関
に
よ
る
貸
し
渋
り
・

貸
し
剥
し
が
自
殺
の
増
加
に
大
き
く
影
響
し
て
い

る
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．
過
労
自
殺
や
精
神
障
害
の

業
務
上
認
定
も
急
増

働
き
盛
り
の
自
殺
（
自
死
と
言
う
場
合
も
あ
り

ま
す
）
や
精
神
障
害
急
増
の
背
景
に
、
景
気
悪
化

に
よ
る
営
業
困
難
や
失
業
だ
け
で
な
く
、
労
働
者

の
雇
い
方
・
働
か
せ
方
の
変
化
も
あ
り
ま
す
。
事

業
者
が
健
康
管
理
責
任
・
安
全
配
慮
義
務
を
果
た

さ
ず
、
労
働
者
の
健
康
を
害
し
て
自
殺
や
精
神
障

害
に
至
っ
た
と
し
て
、
業
務
上
や
損
害
賠
償
認
定

さ
れ
た
事
例
が
一
九
九
八
年
の
四
件
か
ら
二
〇
〇

八
年
の
二
百
六
十
九
件
に
急
増
し
て
い
ま
す
。

自
殺
や
精
神
障
害
は
失
業
者
や
雇
用
が
脅
か
さ

れ
る
民
間
労
働
者
だ
け
で
は
な
く
、
雇
用
不
安
が

深
刻
で
な
い
公
務
員
や
医
師
な
ど
に
も
広
が
っ
て

い
ま
す
。
精
神
疾
患
に
よ
る
休
職
率
は
、
国
家
公

務
員
一
・
三
％
（
二
〇
〇
六
年
）、
地
方
公
務
員

〇
・
六
％
（
二
〇
〇
三
年
）、
教
員
〇
・
五
％
（
二

〇
〇
五
年
）
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
九
八
年
以
前
の

二
〜
三
倍
に
急
増
し
て
い
ま
す
。
医
療
機
関
の
職

員
は
さ
ら
に
深
刻
で
、
医
師
の
自
殺
も
相
次
い
で

お
り
、
小
児
科
医
（
四
十
四
歳
）、
研
修
医
（
三
十

歳
）、
外
科
医
（
三
十
八
歳
）、
麻
酔
科
医

（
二
十
八
歳
）
な
ど
の
自
殺
が
業
務
（
公
務
）
上

と
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
．
自
殺
急
増
の
背
景

一
九
九
五
年
に
日
経
連
（
経
団
連
の
前
身
）
が

労
働
者
を
基
幹
労
働
者
、
専
門
的
労
働
者
、
一
般

労
働
者
に
分
け
、
基
幹
労
働
者
だ
け
が
常
用
雇
用

で
、
専
門
的
労
働
者
は
有
期
雇
用
か
請
負
、
一
般

労
働
者
は
短
期
雇
用
か
派
遣
に
し
よ
う
と
提
言
し

ま
し
た
（「
新
時
代
の
日
本
的
経
営
」）。
財
界
の

発
言
力
が
強
い
自
民
党
・
公
明
党
政
権
下
で

一
九
九
九
年
に
労
働
者
派
遣
法
が
成
立
し
、
そ
れ

に
向
け
た
雇
用
環
境
の
激
変
の
中
で
自
殺
が
急
増

し
ま
し
た
。
現
在
、
パ
ー
ト
や
派
遣
な
ど
非
正
規

労
働
者
は
全
従
業
員
の
三
五
％
ま
で
増
加
し
、

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
と
い
う
従
来
な
か
っ
た
新
し
い

貧
困
層
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

一
方
、
一
九
九
三
年
に
富
士
通
が
従
来
の
年
功

序
列
人
事
・
賃
金
制
度
に
代
え
て
米
国
型
成
果
評

価
制
度
を
導
入
し
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
百
人
以
上

の
日
本
企
業
の
六
割
が
何
ら
か
の
成
果
評
価
制
度

を
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
制
度

は
企
業
の
自
己
評
価
で
も
目
標
が
低
下
し
、
や
る

気
を
そ
ぐ
、
協
調
性
を
な
く
す
、
上
司
の
個
人
的

好
み
が
反
映
し
社
内
派
閥
に
つ
な
が
る
な
ど
の
問

題
が
噴
出
し
ま
し
た
。F

or the T
eam
 

や
プ
ロ

セ
ス
の
重
視
、
社
内
資
格
制
度
設
立
な
ど
の
見
直

し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
問
題
は
解
決
し
て
い

ま
せ
ん
。
本
家
の
米
国
で
は
、
国
防
総
省
の
成
果

報
酬
制
度
が
差
別
的
、
不
透
明
、
非
効
率
で
あ
る

と
し
て
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
従
来
の
報
酬
制
度
に

戻
す
決
定
を
し
ま
し
た
。

現
在
、
日
本
の
大
企
業
で
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
問
題
を
抱
え
て
い
な
い
企
業
は
な
い
と
い
わ

れ
、
短
期
的
利
益
重
視
の
労
働
者
の
雇
い
方
・
働

か
せ
方
と
労
働
者
の
使
い
す
て
を
容
認
し
た
社
会

は
、
企
業
で
人
が
育
た
な
い
と
い
う
経
営
上
の
困

難
と
と
も
に
、
生
み
出
さ
れ
た
大
量
の
精
神
不
調

者
は
日
本
人
の
寿
命
に
大
き
な
負
の
イ
ン
パ
ク
ト

を
与
え
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

代表値と分布、平均と標準偏差にだまされるな!コラム 

ある集団の値を示すためには値の分布図を示すことが最も良い方法ですが、多くの文献や資料では算術平均と標準偏差を示しています。しかし、厳密には、平均

と標準偏差が分布図の代わりになるのは左右対称の山形をした正規分布の場合だけです。最近の統計ソフトでは簡単に「正規分布とみなしても問題ないか」とい

う検定ができます。 

正規分布は平均が山の頂上の位置の値（最頻値）及び中央値と一致し、標準偏差は裾野の広がりを示します。正規分布では平均の上下に標準偏差の2倍（正

確には1.96倍）をとると、その範囲に分布全体の95％が収まり、その外側には上下2.5％ずつの値だけが外れることになります。 

分布図が山形でない場合や明らかに左右対称でないときは、安易に平均と標準偏差を用いてはいけません。そのようなときは、中央値（50％ile値）と最小値（もし

くは25％ile値）、最大値（もしくは75％ile値）を示しましょう。最頻値も示せればさらに正確です。○○％ile値とは、値を小から大へ順に並べて、○○％の位置に当

たる値のことです。 

図2は日本人の所得分布ですが、これを平均で代表させるのは問題があります。中央値と最頻値がわかれば分布が推測できます。検査値でもこのような分布が多

いので要注意です。 
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図1　自殺数と失業率の相関 

出所　平成19年自殺対策白書 
注意：47年までは沖縄を含まない。 
　　 R（相関係数）－0.910551（昭和40年から） 
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（年平均） 
完全失業率 
（年平均） 

自殺死亡率 

図2　所得の分布と平均、中央値、最頻値の関係 

出所　厚生労働省　平成20年　国民生活基礎調査の概況 
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【場面】

ある日のＡクリニックでの場面です。診察室に入ってこられた花子さん（仮

名）。この見慣れた患者の腕や顔にあざが見られました。

「これはどうされたんですか？」と声をかけたところ「先生にだからお話す

るんですけどね。息子の仕事がなくなってからいろいろとありましてね。お恥

ずかしい話です」と、言葉を濁されます。

花子さんは高血圧症の治療のため、以前から当クリニックをかかりつけとし

て２週間に一度の診察を続けている方です。

この後、花子さんの診察をしたＡ医師はどう対応したらよいでしょうか。

対応例Ａ：家族の問題なので、プライバシーもあるため立ち入らないように聞き流す。

対応例Ｂ：主治医との信頼関係のもと話してくれたことだから、クリニックで対応すべ

きと考え、息子に電話、暴力をふるわないように指導していく。

対応例Ｃ：息子からの身体的虐待の疑いがあるため、地域包括支援センターに通報し、

その後の対応について連携を図った。

【高齢者虐待防止法の施行】

2006 年改正介護保険法と同時に施行された「高齢者虐待の防止、高齢者の

養護者に対する支援等に関する法律」（以下「高齢者虐待防止法」という）で

は、わが国において高齢者虐待が定義づけられ、実施主体としての市町村の責

務が明示されました。同年に、新たにスタートした地域包括支援センターは、

権利擁護の担い手として社会福祉士が必置され、虐待の疑いのあるケースの通

報窓口となりました。

【医療機関に求められる発見と通報機能】

医療機関には虐待対応チームとしての医療・保健・福祉機関の連携と協働に

加え、法施行後、さらに大きく求められている役割があります。虐待対応の入

り口、つまり発見と通報に関するものです。

医療機関での診察場面では、虐待（疑わしい状況を含む）は患者と医師との

信頼関係のもとで語られたり、または観察されやすいです。虐待防止法では、

「養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び

養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他の高齢者の福祉に職務上関

係のある者は、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない」と発見への努

力義務が明記されています（第５条第１項）。また、「養護者による高齢者虐待

を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大

な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならな

い」（第７条第１項）との規定のとおり、発見された事例は、通報まで義務づ

けられています。それは、明らかに重大な権利侵害を受けている事例だけでな

く、疑わしいと思われる事例についても同様です（第７条第２項参照）。

【通報は SOSの代弁】

ここでＡクリニックでの場面に話題を戻します。対応例としては、高齢者虐

待防止法に照らすとＣが正解です。しかし、実際の場面に直面したとき、試験

問題のように迷わずに正解を導き出せるでしょうか。高齢者虐待に関する通報

は、守秘義務違反の除外項目となり、特に施設内虐待においては公益通報保護

法の対象ともなっており、プライバシーの保護といえども虐待は虐待です。で

すから、対応例Ａはおのずと消去されます。迷うのはＢの例です。花子さん

は、主治医との信頼関係の上で言いにくい虐待の事実を告げています。その感

情や家族状況の背景が分かるからこそ、通報に際しては痛みを感じてしまうと

いう話をよく聴きます。

ここで考えてほしいのは、通報は虐待対応の入り口を創り出すということで

す。通報によりこの家庭は相談機関につながり、支援は虐待を受けている花子

さんを救えるだけではなく、職を失って思い悩み、母を虐待せざるを得なかっ

た（という見方もある）息子にまで届く可能性を秘めています。虐待通報は、

決して罪人を告げ口するという行為ではなく、その家族の SOS を代弁すると

いう機能を果たすといえます。対応は早ければ早いほど傷口は浅く、関係の再

構築にもつながります。もし、花子さんのようなケースに出会ったならば、地

域包括支援センターへの相談、通報をお願いします。

【市町村の現状と課題】

2009 年 11 月 20 日、老健局高齢者支援課より「平成 20 年度高齢者虐待の防

止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する

調査結果」が公表されました。養護者による高齢者虐待の通報・相談件数は

21,692 件（前年度比 8.6％増）と同法施行以来増加の一途をたどっています。

市町村における高齢者虐待防止対応のための体制整備等に関する実施は、

「関係専門機関介入支援ネットワークの構築への取組」41.1％、「保健医療福祉

サービス介入支援ネットワークの構築への取組」44.1％と、決して高い数値と

はいえません。これは全市町村自身の課題もあります。通報が寄せられる市町

村および地域包括支援センターは、高齢者虐待対応における責務と権限を適切

に行使するための専門的な知識やさまざまなノウハウが必要であるし、地域ぐ

るみの権利擁護の仕組みづくりが火急の課題です。しかし、まだまだ十分な機

能を果たせているとはいえず、これは、高齢者の人権の保持にとって極めて嘆

かわしい現実です。

【石川県高齢者虐待防止専門職チームの取り組み】

市町へのバックアップ組織として、石川県ではじまった取り組みをご存知で

しょうか。2009 年 10 月より、県の委託事業として、金沢弁護士会と石川県社

会福祉士会とが協同し「高齢者虐待対応専門職チーム」（図表）を設置しまし

た。弁護士と社会福祉士がチームを組み、要請のあった市町などに出向き、高

齢者虐待に関する業務や仕組みづくりにアドバイザーとして協力するもので

す。現実を嘆くだけではなく、今、自分たちに何ができるのかを専門職として

真摯に向き合っていきたいと思います。

〈図表〉

今こそ考えよう介護保障！ 今こそ考えよう介護保障！ 今こそ考えよう介護保障！ 
今さら聞けない介護保険 今さら聞けない介護保険 シリーズ１２回

第9回 テーマ 

高 齢 者 虐 待 防 止 に つ い て  

お年寄り地域福祉支援センター「とびうめ」 センター長  中　恵美 【連絡先:〒920-0938 金沢市飛梅町2番1号 TEL（076）231-3377／FAX（076）231-3112】 

高齢者虐待防止法が施行され 5年目になりますが、報告記事のとおり市町村等
への相談・通報件数は年々増加しています。厚労省の調査結果について補足をす
ると、市町村で把握した 2008 年度の虐待等による死亡事例について、「養護者に
よる殺人 10 件」、「介護放棄による致死 5件」、「心中 2件」、「虐待による致死 2
件」、「その他 5件」あわせて 24人が家庭内（養護者によって）で死亡したという
衝撃的な報告がありました。また、虐待が理由で、成年後見制度につながったケ
ースも増加しているようです。
少しずつではありますが、医療と福祉と司法とは確実に繋がってきているよう
に思います。日々診ておられる患者さんの様子に異変を感じたときは、ぜひ、「石
川県高齢者虐待防止専門職チーム」のことを思い出しご相談ください。

（事務局　橋爪真奈美）

【患者さんの様子に異変を感じたときは・・・】
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ラトビア占領博物館

原
稿
募
集
中　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
事
務
局
の
杉
野
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

会員リレーエッセー         ◆◆ 127◆◆

大
学
生
の
こ
ろ
、
夏
休
み
で
帰
省
す
る
際
、
能
登
へ
の
汽

車
に
乗
ら
ず
に
、
金
沢
駅
か
ら
浅
野
川
電
鉄
に
乗
り
換
え

て
、
内
灘
村
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

折
し
も
、
朝
鮮
戦
争
が
よ
う
や
く
終
結
に
向
っ
て
い
た

が
、
東
西
冷
戦
は
、
こ
ん
な
日
本
海
に
面
し
た
静
か
な
村
に

も
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
影
を
色
濃
く
落
と
し
て
い
た
。
と

い
う
の
も
、
私
が
訪
れ
る
そ
の
前
年
一
九
五
二
年
の
秋
に
、

ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
る
内
灘
村
砂
丘
地
の
接
収
の
話
が
持
ち
上

が
り
、
わ
ず
か
十
日
間
で
そ
れ
が
突
然
に
決
ま
り
、
翌
年
の

三
月
か
ら
内
灘
村
試
射
場
の
使
用
が
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
。

砲
弾
の
炸
裂
す
る
ご
う
音
は
、
金
沢
市
内
は
も
と
よ
り
、

遠
く
私
の
生
家
の
あ
る
奥
能
登
ま
で
聞
こ
え
て
い
た
。
内
灘

で
の
光
景
は
、
予
想
を
は
る
か
に
超
え
る
も
の
だ
っ
た
。
砂

丘
を
越
え
て
海
岸
へ
一
直
線
に
伸
び
る
、
鉄
板
を
敷
き
詰
め

た
急
ご
し
ら
え
の
舗
装
道
路
。
照
り
つ
け
る
夏
の
陽
で
焼
け

た
砂
丘
の
上
の
鉄
板
は
、
手
も
触
れ
ら
れ
ぬ
熱
さ
で
、
そ
の

上
を
ア
メ
リ
カ
軍
の
ト
ラ
ッ
ク
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
通
り
過

ぎ
た
。

米
兵
が
警
戒
す
る
沿
道
に
は
、
鉢
巻
き
を
締
め
て
、
赤
旗

や
、
む
し
ろ
旗
を
掲
げ
た
労
組
の
人
た
ち
や
学
生
た
ち
、
村

人
が
ひ
し
め
い
て
気
勢
を
上
げ
、
着
弾
地
点
の
権
現
森
の
近

く
に
座
り
込
み
を
続
け
る
村
人
た
ち
と
、
警
官
や
ア
メ
リ
カ

軍
の
M
P
た
ち
と
の
間
に
は
、
激
し
く
怒
号
が
交
わ
さ
れ

て
い
た
。
初
め
て
の
私
は
、
反
対
運
動
に
加
わ
る
こ
と
も
な

く
、
た
だ
呆
然
と
し
て
そ
の
場
に
立
ち
す
く
ん
だ
。
そ
の
近

く
の
砂
丘
で
は
、
飛
ん
で
き
た
砲
弾
が
す
さ
ま
じ
い
ご
う
音

を
上
げ
て
炸
裂
し
て
い
た
。

当
時
、
内
灘
村
の
試
射
場
が
注
目
を
集
め
た
の
は
、
当
初

は
砲
弾
の
試
射
場
と
い
う
形
だ
っ
た
が
、
新
た
に
ア
メ
リ
カ

軍
の
基
地
と
な
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
に
、
全
国
的
な
接

収
反
対
の
声
が
高
ま
っ
て
、
反
基
地
闘
争
の
象
徴
的
な
存
在

に
な
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
全
国
的
な
反
対
運
動
の
お
か
げ
だ

ろ
う
か
。
試
射
場
は
、
わ
ず
か
四
年
で
閉
鎖
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
こ
の
種
の
闘
争
で
は
「
内
灘
に
続

け
」
が
、
一
時
合
言
葉
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
次
号
に
続
く
）

数 独 数 独 SUDOKU

二重枠（二つあります）に
入った数字の合計はいくつ
になるでしょう。 

【ルール】 
q空いているマスに、1から
9までの数字のどれかを入
れます。 

wタテ列（9列あります）、ヨ
コ列（9列あります）、太線
で囲まれた3×3のブロッ
ク（それぞれ9マスあるブ
ロックが9つあります）のど
れにも1から9までの数字
が1つずつ入ります。 

（答え4面） 
パズル制作／ニコリ 

囲 碁

（解答は4面にあります） （解答は4面にあります） 

持
駒
　
金
銀 

黒先　5分で1、2級以上 
〈ヒント〉 石を取らせて白の眼形を奪い 
 ます。 

〈ヒント〉角を活用する手順で…。 
 10分で2級 

■出題　九段　石榑郁郎 
■出題　九段　西村一義 

123456

一 

二 

三 

四 

五 

六 

初級編 初級編 

歩 歩 
玉 

香 

角 

金 

歩 

歩 

河野　晃（金沢市・小児科） 

10
ラトビア共和国の首都、リガに寄港して 

二
〇
〇
九
年
五
月
二
十
九
日

に
、
バ
ル
ト
三
国
の
一
つ
、
ラ

ト
ビ
ア
共
和
国
の
首
都
で
あ
る

リ
ガ
に
寄
港
し
ま
し
た
。
現
地

で
は
リ
ー
ガ
と
発
音
す
る
よ
う

で
す
。
バ
ル
ト
海
の
水
深
は
意

外
に
浅
く
三
十
〜
七
十
メ
ー
ト

ル
と
の
こ
と
で
す
。
北
緯
五
七

度
に
も
な
る
と
、
こ
の
季
節
で

は
夜
十
時
ぐ
ら
い
で
も
ま
だ
明

る
い
の
が
実
感
さ
れ
ま
す
。

リ
ガ
は
十
三
世
紀
に
ハ
ン
ザ

同
盟
に
加
盟
し
て
発
展
し
た
港

町
で
、
か
つ
て
帝
政
ロ
シ
ア
に

支
配
さ
れ
、
モ
ス
ク
ワ
に
つ
ぐ

大
都
市
で
あ
っ
た
時
代
も
あ
り

ま
す
。

石
畳
の
道
が
今
も
利
用
さ
れ

て
お
り
、
旧
市
街
の
聖
ペ
テ
ロ

教
会
や
リ
ガ
大
聖
堂
、
聖
ヨ
ハ

ネ
教
会
な
ど
中
世
の
ド
イ
ツ
様

式
の
町
並
み
は
世
界
遺
産
と
な

り
、「
バ
ル
ト
海
の
真
珠
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
八
年
九
月
の
「
リ
ー

マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
」
を
引
き
金
と

し
て
、
経
済
的
な
困
難
に
陥

り
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ

の
指
導
が

入
っ
て
い
る

と
の
こ
と
で

し
た
。
市
内

を
走
る
乗
用

車
は
、
米
、

独
、
仏
、
日

本
、
韓
国
製

の
、

ど

の

メ
ー
カ
ー
と

偏
ら
ず
、
平

等
に
シ
ェ
ア

を
分
け
て
い

る
の
が
不
思

議
で
し
た
。

ラ
ト
ビ
ア

の
人
々
は
、
小
国
な
が
ら
自
国

の
言
語
や
文
化
が
優
れ
た
も
の

と
誇
り
に
思
っ
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。
無
声
映
画
時
代
の
名

作
「
戦
艦
ポ
チ
ョ
ム
キ
ン
」
の

監
督
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や

バ
レ
ー
ダ
ン
サ
ー
の
バ
リ
シ
ニ

コ
フ
は
ラ
ト
ビ
ア
の
出
身
で
す

し
、「
百
万
本
の
バ
ラ
」
と
い

う
歌
の
作
者
は
ラ
ト
ビ
ア
の
文

化
大
臣
で
し
た
。

ラ
ト
ビ
ア
は
、
合
唱
と
民
族

舞
踊
が
歴
史
的
に
盛
ん
な
国
で

す
。
喜
び
と

幸
せ
を
歌
い

悲
し
み
は
石

の
下
に
置

き
、
民
族
に

と
っ
て
重
要

な
出
来
事
の

際
に
は
、
歌

う
こ
と
で
団

結
の
力
を
得

て
き
た
歴
史

が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
に

は
、
次
の
よ

う
な
他
国
に

よ
る
過
酷
な

支
配
に
翻
弄

さ
れ
た
歴
史

戦
争
と
平
和
（
内
灘
闘
争
と
普
天
間
基
地
）

「
内
灘
に
続
け
」
が

　
　
　
　
　

 　

合
い
言
葉
に
（
上
）

大
和 

一
成
（
輪
島
市
門
前
町
・
精
神
科
）

を
生
き
抜
い
て
き
た
背
景
が
あ

り
ま
す
。

十
六
世
紀
に
は
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
十
七
世
紀
に
は
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
十
八
世
紀
に
は
ロ
シ
ア

に
支
配
さ
れ
、
反
ロ
シ
ア
の
武

装
蜂
起
も
あ
り
ま
し
た
。
第
一

次
世
界
大
戦
期
に
は
ド
イ
ツ
軍

に
占
領
さ
れ
、
ロ
シ
ア
革
命
後

の
一
九
一
八
年
に
よ
う
や
く
独

立
し
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦

期
の
一
九
四
〇
年
に
は
ソ
連
軍

に
支
配
さ
れ
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
と

ス
タ
ー
リ
ン
の
密
約
に
よ
っ

て
、
一
九
四
一
年
に
は
ナ
チ
ス

ド
イ
ツ
に
占
領
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
四
五
年
に
は
再
び
ソ
連
軍

の
支
配
と
な
り
、
当
時
の
ス

タ
ー
リ
ン
体
制
の
圧
制
に
苦
し

み
、
多
く
の
人
々
が
シ
ベ
リ
ア

に
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
る

な
ど
の
経
験
を
し
ま
し
た
。
戦

後
も
ソ
連
邦
に
組
み
込
ま
れ
、

ラ
ト
ビ
ア
が
完
全
に
独
立
を
回

復
し
た
の
は
一
九
九
一
年
の
こ

と
で
し
た
。

戦
争
で
の
爆
撃
、
市
街
戦
の

被
害
は
甚
大
な
も
の
で
、
こ
こ

ま
で
よ
く
復
興
し
た
も
の
だ
と

感
心
さ
せ
ら
れ
ま
す
。

リ
ガ
の
市
庁
舎
の
隣
に
あ
る

「
ラ
ト
ビ
ア
占
領
博
物
館
」
に

は
、
一
九
四
一
〜
一
九
九
一
年

の
間
、
ラ
ト
ビ
ア
が
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
や
ソ
連
邦
に
支
配
さ
れ
た

過
酷
な
時
代
の
歴
史
の
資
料
が

多
数
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

広
島
の
「
原
爆
資
料
館
」
に
似

た
二
階
建
て
の
長
方
形
の
建
物

で
し
た
。
な
お
、
同
博
物
館
を

訪
れ
た
諸
外
国
の
人
々
の
写
真

と
共
に
、
日
本
の
明
仁
天
皇
、

美
智
子
皇
后
の
署
名
入
り
の
写

真
が
館
内
の
片
隅
に
展
示
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

聖ペテロ教会の展望台から見るリガ大聖堂とダウガワ川

5 3 1
1 2 9

3 9 □ 4
8 2
6 7 4 5 1 8 9

3 5
1 □ 3 2
7 6 4
6 2 8


